
【様式】 

令和６年度 学校マネジメントシート 

 

学校名（  四日市工業高等学校  ） 

 

１ 目指す姿 

(1)目指す学校の姿 
「技術と精神（こころ）」をあわせ持った職業人を育成し、地域にとって必要で

愛着をもってもらえる学校 

(2) 

育みたい資質・

能力（育みたい

生徒の姿） 

 

【ｸﾞﾗﾃﾞｭｴｰｼｮﾝ･

ﾎﾟﾘｼｰ】 

○ 礼儀やマナーをしっかりと身につけた上で、主体的に学び、専門的な知識と技

術・技能の修得に努める生徒 

○ スポーツ・文化活動等を通じて、個性を伸長し、心豊かな人間性を備えた生徒 

○ 規範意識を持ち社会に貢献できる生徒 

〇 社会の変化に積極的に向き合い、他者と協働して課題解決ができる能力を持

ち、社会人として活躍できる生徒 

ありたい 

教職員の姿 

○ 目指す学校像の実現に向け、保護者・企業・地域等からの要望を受け止め、互い

に情報共有を図り、すべての教職員が一体となった教育活動を進めるとともに、

意欲を持って教育活動のできる教職員集団 

○ 仕事にやりがいを感じ、自らも成長しようとする教職員 

〇 優れた人権感覚と社会人としての良識に富み、生徒や保護者との間に信頼関係

が築ける教職員 

〇 コンプライアンスを遵守し、信頼ある教育活動を展開する教職員 

 

２ 現状認識 

(1)学校の価値を提

供する相手とそこ

からの要求・期待 

＜生徒＞ 

生徒の約８割が就職、約２割が進学を望んでいる。進路実現のために資格取得、部

活動等における飛躍などを中心とした学校生活の充実を期待している。 

＜保護者＞ 

子どもたちの進路実現と部活動等の集団生活をとおした人間的成長を求めてい

る。 

＜企業等＞ 

元気で明るくコミュニケーションが図れ、社会に貢献できる生徒が育成されるこ

とを期待している。 

＜地域＞ 

地域社会の行事などへの生徒の参加、参画による連携や交流を通じて地域活性

化への寄与が期待される。 

(2)連携する相手と

連携するうえでの

要望・期待 

連携する相手からの要望・期待 連携する相手への要望・期待 

＜家庭・保護者＞ 

連携・協力のために、学校の取組等を

今以上に情報発信してほしい。 

＜中学校・小学校等＞ 

オープンスクール等により、学校生活

の様子、部活動の様子、入学者選抜の

情報等を知らせてほしい。 

＜企業・地域等＞ 

心身ともに健康な人材が輩出される

ことを期待している。 

地域活性化につながる行事等へ参画

してほしい。 

＜家庭・保護者＞ 

本校教育方針を理解と協力、特に社会

的役割と責任の自覚を促す指導への協

力をしてほしい。 

＜中学校・小学校等＞ 

継続的・効果的な指導のために個々の

生徒の情報共有をしたい。 

＜企業等・地域等＞ 

インターンシップ等の連携と協力、専門

科目等における技術指導への支援をし

てほしい。 

 



(3)前年度の学校関

係者評価など 

〇 教職員の不祥事防止のためのコンプライアンス研修は、継続していくことが大

切。 

〇 生徒が主体的に考える力を育むために、出前授業や地域連携、ものづくり教育

を推進していくことが大切。 

○ 休日の部活動の在り方については、中学校では外部指導員の制度が積極的に

活用されている。高等学校においても外部指導員の普及をすすめていくことも

大切。 

〇 教員の働き方について、休暇取得の推進や仕事内容の精選、放課後や検討する

ことが必要。 

(4)現状

と 

課題 

教育活動 

〇 生徒たちは将来のスペシャリストを目指し、専門教科等の学習に努力している。

さらに、部活動等でも努力し、優秀な成績を収めている。生徒の自己実現のため

に、教職員が、学習指導と生活指導の工夫と改善等に努力し、生徒一人ひとりに応

じた進路指導を充実することが必要である。 

〇 企業が必要とする知識・技術力が多様であり、工業教育の到達目標を定めにく

い。 

学校運営等 

〇 職員数、職員室の数が多い学校であるが、分掌、工業各科、学年間の連携をスム

ーズに行ない、教職員間での情報共有が図れるよう取り組み、組織として学校全

体での取組が円滑にできるようになりつつある。 

〇 放課後の指導等により、資格取得、ものづくり活動、部活動等において大きな

成果を収めている。 

〇 各種委員会等の会議が多くなり、教員が生徒と関わる時間を確保が必要であ

る。 

 

３ 中長期的な重点目標 

教育活動 

 

【カリキュラム・ポリシー】 

〇 「技術と精神（こころ）」をあわせ持った職業人を育成するため、資格取得や就業

体験等の一層の充実を図るとともに職業人として必要な力を身に付けさせるた

めの活動を体系的に実践する。 

〇 価値観の異なる多様な人々と協働していく力の育成や、海外での仕事に対する

意欲や関心を高めるために、職業人による技術指導、外国での勤務経験がある職

業人の講話などの取組を行う。 

〇 Society 5.0 の超スマート社会に対応できる資質・能力を育むとともに、生徒

一人ひとりの個に応じた学びを行うためにＩＣＴを活用した教育環境の整備を推

進する。 

学校運営等 

〇 地域との連携を密にし、学校との信頼関係を構築する。地域の行事への参加、地

域の小中学校への出前授業、学校説明会等を行う。 

〇 人権教育基本方針をもとに、人権感覚あふれる学校づくりを推進する。 

〇 部活動における適切な練習時間を定めるとともに、生徒・部活動顧問ともに休

養する日を設定（１日/週）する。 

〇 精選と効率化により会議の時間を１時間以内とする。また、ワーク・ライフ・ バラ

ンスの推進を図り、｢働きやすい職場｣をつくるために業務内容を精査し時間外労

働の縮減に取り組む。 

○ 定時退校日を設けることにより職員が計画的に校務を行うよう意識を高める。 

 

４ 求める生徒像 

入学時に期待される

生徒の姿 

 

【ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝ･ﾎﾟﾘｼｰ】 

○ 芸術・文化活動や生徒会活動、ボランティア活動または人権活動等で活躍し、高

校生活においても活動する意欲があり、工業に関する学科に興味・関心のある

者。 

○ スポーツ等においてすぐれた実績があり、入学後も継続して活動する意志のあ

る者。また、工業に関する学科に興味・関心がある者。 

 



５ 本年度の行動計画と評価 

（１）教育活動 

教育活動に関する項目は、児童生徒を対象としたものとするのが望ましい。 

（例）「教育課程・学習指導」「キャリア教育（進路指導）」「生徒指導」「保健管理」など 

  また、評価項目・指標等を検討する際の視点は、学校の実態に応じて設定する。 
【活動指標について】取組・活動の具体的な活動量や活動実績を指標にします。 

【成果指標について】取組・活動による具体的な効果や成果等を指標にします。 

【備考欄について】 「※」 ： 定期的に進捗を管理する取組   「◎」 ： 最重点取組 

項目 取組内容・指標 結果 備考 

学習指導

の充実と

資格取得 

 

１ 授業時間の確保や授業改善に取り組み、生徒の学習意欲

の喚起や学力の向上を目指します。 

【成果指標】 

〇 やむを得ない場合を除き、時間割変更や、特別時間割

編成を積極的に行い、自習課題時間の削減に努めます。 

 

 

２ ＩＣＴ教育の推進に取り組み、生徒が主体的・対話的により

深い学びができるようにします。また、ＢＹＯＤ端末を利用

した学習に取り組みます。 

【成果指標】 

１） 生徒が端末を活用した授業での教員の機器使用に対

するサポートを充実させます。 

２） ＢＹＯＤ端末に不具合が出た際には、可能な限り当日

に対処します。 

３） ＩＣＴ機器とその周辺設備の整備と充実に努めます。 

 

 

３ 工業に関する学習の成果として以下の資格取得を目指し

ます。 

【成果指標】【全科】 

ジュニアマイスター（全工協）表彰８０名以上 

 

 

【物質工学科】 

１） 甲種危険物取扱者合格 3年次まで５名 

２） 危険物乙種第４類（1年次から3年次まで） 

合格 ８０％ 

３） 危険物乙種全類合格（甲種含む） 50％ 

 

【機械科】 

１） 技能検定３級（旋盤）  合格100％ 

２） 卒業までに危険物乙種第４類 合格 90% 

 

 

 

 

【電子機械科】 

１） 第二種電気工事士試験 合格率80％ 

２） 技能検定（マシニングセンタ）、（シーケンス制御）合格

1 時間割変更等により、

自習課題時間は1月末時点

で12時間。最低限の自習

課題時間に抑えることがで

きた。 

 

2 

1）マニュアル等を作成す

るなどのサポートも行っ

た。また、LHRにおけるオ

ンライン講話等でのサポー

ト体制の充実も図った。 

2）ほとんどの問題はほぼ

当日に解決できた。 

3）貸し出し記録簿や保管

場所の改善と図るととも

に、各教室のネットワーク

やパソコン、プリンタ等の

不具合も迅速に対応した。 

 

 

 

【ジュニアマイスター】 

 25名(1月23日現在) 

 

【物質工学科】 

1）0名 

2）60％ 

3）2名 

 

【機械科】 

1）技能検定3級（旋盤）2

名/2名（100％） 

2）危険物乙種 第4類 

32名合格/40名受験 

（80％） 

 

【電子機械科】 

1)第二種電気工事士 

18名/21名（86％） 

 



率80％      

３） 危険物乙種全類合格（甲種含む）合格5名以上 

   危険物乙種第4類（3年次まで）合格率80％ 

４） 3級技能検定 機械加工（普通旋盤）資格取得合格 

率80％  

 

 

 

【電気科】 

１） 第二種電気工事士試験（3年次までに）全員取得 

２） 第一種電気工事士試験 10名以上合格 

３） 第三種電気主任技術者 1名以上 

 

 

 

【電子工学科】 

１） 資格・検定取得者数のべ150人 

２） 第二種電気工事士の合格率を全国平均以上 

３） ものづくりコンテスト県大会優勝 

４） 技能検定３級(電子機器組立て)合格率１００％ 

 

 

【建築科】 

１） ２級建築施工管理技士（学科試験）の合格率で全国平

均以上 

２） 建築ＣＡＤ検定３級の合格率で全国平均以上 

３） 技能検定３級（建築大工）全員合格 

４） ３・４級建設業経理事務士の全員合格 

５） ものづくりコンテストでの上位入賞 

６） 全国高等学校建築設計競技会での上位入賞 

 

 

 

 

 

 

 

【自動車科】 

１） 自動車整備士国家試験３級ガソリンの合格率100％ 

２） 自動車整備士国家試験３級シャシの合格率100％ 

３） 自動車整備士国家試験３級ジーゼルの合格率100％ 

４） 高校生ものづくりコンテスト自動車整備部門全国大会

での上位入賞 

 

2)技能検定（マシニングセ

ンタ）4名/4名（100％） 

技能検定（シーケンス制

御）2月受験技能検定 

（旋盤）1名/1名（100％） 

3）危険物乙種全類1名 

危険物乙種4類 

15名/63名（23.1％） 

 

【電気科】  

1)第二種電気工事士  

95％取得  

2)第一種電気工事士  

1名合格   

3)第三種電気主任技術者 

1名  

【電子工学科】  

1)293名  

2)38名/38名  

3)ものづくりコンテスト三

重大会2位(東海大会出場)  

4)技能検定(電子機器組立

3級)1名/2名 

【建築科】 

1)後期試験本校合格率は

62％ 全国平均は50.5％  

2)4月の試験に向けて37

名が練習中 

3)3級 7名 2級 1名 受

験に向け練習中   

4)4級34名全員合格 3級

31名中24名合格   

5)ものづくりコンテスト三

重県大会（木材加工部門）

2名出場 2位、4位   

6）各設計競技会において8

作品が全国入賞 うち全国

優勝3作品。 

【自動車科】 

1)ガソリンエンジン 

 75.0％  

2)シャシ 81.8％（希望者

のみ受験） 

3)ジーゼルエンジン 

 100％（希望者のみ受験） 

4)全国大会自動車整備部門 

優勝 

キャリア教 １ 各学年の進路ガイダンス等において、外部講師を招聘し 1-2 各学年のガイダンス、  



育の充実 た講義や技術指導を行います。また、集団討論・集団面接

の指導を充実させます。さらに卒業生との懇談会や工場

見学を各科の要望を踏まえながら可能な限り実施しま

す。 

２ 地域の産業界と連携した工場見学、就業体験（インターン

シップﾟ等）を実施し、生徒が自ら勤労観、職業観を身につ

けられるよう取り組みます。 

３ 実習の点呼・連絡時に生徒の１分間スピーチを実施し、コ

ミュニケーション能力や心豊かな人間性と個々の伸長を

図ります。また、オープンスクールや高校生活入門講座等

において生徒が培った技術や精神、身に付いた知識やコ

ミュニケーション能力を主体的に発揮し、成果を実感でき

るようにします。 

４ 応募前企業見学や企業説明会の活用により企業理解を

深め、適切な進路選択と企業理解の機会拡大に努めるこ

とにより就職希望者の就職内定率及び進学希望者の進学

100％とします。また、オンラインでの就職試験や 事前

説明会に備え、確実に対応できるようオンライン対策を

整えていきます。 

５ 生徒理解のために個人面談を年間１回以上実施します。 

６ 保護者の学校理解を深めるため、学年通信を年４回以上

発行します。 

７  在学中に成人年齢に達することから、契約等の様々なト

ラブルに巻き込まれることがないように消費者教育を推

進する。 

８ 生涯にわたって学ぶ資質を養うために、図書館の利用促

進図ります。 

【成果指標】 

１）年間貸出冊数4000冊以上 

２）図書館便りを１回/月発行 

卒業生との懇談会、工場見

学等全て実施できた。生徒

の意識付けに対し効果が認

められた。関係部署との連

携も無難に進められた。 

 

 

3 実習やHR活動におい

て、生徒が主体的に活動す

る機会を設け人間性の伸長

を図った。 

 

 

4 10 月中には就職内定

100％を達成、進学も順調に

合格を得ている。オンライ

ン関連は減少したが、迅速

に対応した。 

 

5-6 取組内容について、

全て実施し、生徒理解およ

び保護者の学校理解等に努

めた。 

7 地域の金融機関と連携

し消費者教育を実施した。 

8＜1/17現在＞ 

・生徒貸出冊数 2,333冊 

・図書館便り 9回発行 

人権教育 〇 様々な人権問題に関心を持ち、 人権意識を高め、 主体

的に行動できる人材の育成を図ります。自分の大切さと

ともに他者の大切さを認め、具体的な態度や行動がとれ

るよう以下の取り組みを行います。 

 

・人権問題についてグローバルな視点を持ち、自ら考え、

行動できるように講演会を実施 

・人権LHRを 1学期と2学期に全学年で実施（多様性と

仲間作り、平和学習、就職に関する差別） 

・全学年を対象としたSNS講演会の実施 

・学校生活アンケートの実施（学期毎に実施） 

・人権だよりの発行（年２回に実施） 

〇人権講演会  

・SNS 4月17日実施 

・LGBTQの人権 12月16日

実施 講師：加納克典さん、

嶋田全宏さん  

〇人権LHR  

・1学期 7月1１日実施  

・2学期 12月16日実施  

〇学校生活アンケート  

・各学期1回実施  

〇人権だより  

・各学期1回発行 

 

 

生徒指導 

 
１ 基本的な生活習慣の確立について取り組みます。また、

社会で必要な礼儀に加えコミュニケーション力を育みま

す。 

 

・規則正しい生活習慣の確立、遅刻のない学校生活を送る

〇遅刻件数212件（12月

末）、昨年同月比18件減、

100件が通院による遅刻。

（寝坊・自転車トラブルな

ど不注意による遅刻件数

 



事ができるよう取り組みます。（寝坊・自転車トラブルな

ど不注意による遅刻件数、年間50件以下） 

・来客者や教員に対するあいさつ、礼儀の作法を身につ

けさせ、社会で生きていくために必要な力を養いま

す。 

 

 

２ 交通事故防止に取り組みます。 

 ・自転車通学の安全とマナー向上、交通ルールの順守を図

るため、登校指導・安全講話を実施します。 

111件）  

〇特別指導件数7件（12月

末）、昨年度は年間9件。  

〇登校指導（あいさつ運動

を兼ねる）を１学期・２学

期とも各2日実施。  

〇交通事故件数11件（12

月末）、昨年度は年間12

件。 

 

保健教育 １ 生徒一人ひとりが感染防止対策を自ら実施できるよう、

健康教育に取り組みます。 

 

２ 健康診断の適切な実施と、事後指導を行い、生徒が心身

の自らの健康に向けて取り組むことが出来るよう支援し

ます。 

 

３ 生徒保健委員会による保健だよりを年８回以上発行し、

生徒自身が健康について考える機会とします。また、保健

便り「すこやか四工」を毎月発行し、自分自身の健康への

関心を高めます。 

 

４ 「性に関する講話」「メンタルヘルスに関する講話」「安全に

関するＬＨＲ」等必要な教育を計画・実施します。 

1 学校行事（クラスマッ

チ、文化祭等）における保

健委員からの注意喚起をと

おして、生徒には感染症を

予防するための行動を促す

ことができた。また、感染

症の流行期や全員に伝えた

い内容がある場合は、保健

便り「すこやか四工」を掲

示ではなく、全員配布と

し、生徒・保護者への情報

提供を行った。 

2 健康診断の受検率

100％、また、心臓・腎

臓・Ｘ線の精密検査が必要

な生徒の精密検査受診率は

100％であった。継続して

管理が必要な生徒について

は、学期末などに受診時期

を確認し、適切な時期に受

診を促した。  

3 生徒保健委員作成のほ

けんだよりを12月までに

7回（残り4回発行予

定）、すこやか四工は1月

までに11回発行を行うこ

とができた。  

4 生徒の実態にあった講

師を選定し、性に関する講

話を全学年対象に1回、学

年ＬＨＲとして、1年生2

回（搬送・メンタルヘル

ス）、2年生1回（薬の使

い方）、3年生2回（心肺

蘇生法・がん）を計画・実

施した。また、学年・科と

連携し必要な時期に保健指

導を実施した（修学旅行

 



前、実習初回等）。  

改善課題 
〇資格取得について、更なる上位の資格に挑戦するとともに取得目標を常に達成できるよう支援体制の充実を図る。 

〇授業公開週間を充実させ、授業改善につなげる。 

○図書館の利用については、利用を控えている傾向が続いており、成果目標が達成できるよう利用増加に向け工夫し

なければならない。 

（２）学校運営等 

学校運営等に関する項目は、教職員や施設等を対象としたものとするのが望ましい。 

（例）「組織運営」「研修（資質向上の取組）」「情報提供」「保護者・地域住民等との連携」など 

また、評価項目・指標等を検討する際の視点は、学校の実態に応じて設定する。  
【活動指標について】取組・活動の具体的な活動量や活動実績を指標にします。 

【成果指標について】取組・活動による具体的な効果や成果等を指標にします。 

【備考欄について】 「※」 ： 定期的に進捗を管理する取組   「◎」 ： 最重点取組 

項目 取組内容・指標 結果 備考 

組織運営 １（１）防災・減災の観点から、防災意識を高めるとともに、防災

教育・訓練の充実を図ります。 

・防災デーを設定し、学年別の観点から発達段階におけ

る取組を行います。 

（２）地域・保護者との連携強化のため以下の取組を行いま

す。 

  ・ＰＴＡ役員会を５回以上実施します。 

   ・各研修会への参加及び、ＰＴＡ会報の発行等による還元

を行います。 

  ・学校関係者評価の開催及び関係者からの意見を職員で共

有します。 

（３）人権教育を計画的、継続的に推進します。 

  ・人権教育推進委員会の開催をします。（年間11回） 

 

 

２（１）健康・安全に留意した学校生活・学校行事が行われるよ

う、校内の連携をすすめます。 

（２）学期毎に安全点検を実施します。また、安全点検時に限

らず、危険箇所について報告を受けた場合は、生徒・職員

に周知徹底をし、事故防止に努めます。 

（３）特別支援教育推進委員会を年５回開催し職員が一致し

て支援を行えるように情報共有を図ります。また、SC、

SSW を活用し特別に支援が必要な生徒・保護者等の継

続的支援にあたります。 

（４）学校保健委員会を開催し、学校医等の助言を参考に「生

徒の保持安全に向けた取組」や「適切な感染症対策」 を

検討、実施します。 

 

 

３（１）不祥事防止に取り組みます。 

  学校信頼向上委員会をとおして、教員が自らコンプライ

1）12月13日を防災デ

ーと定め、防災意識の向

上を図った。 

1年 避難訓練 

2年 救助袋体験 

3年 防災講話 

 

2）PTA役員会5回実施 

（3月に第6回を予定） 

研修視察の実施11月 

PTA会報の発行3月 

 

3)人権教育について計画

的、継続的に行うことが

できた。 

 

 

 

2 

1)感染状況に応じた全校

集会や講演会を実施し

た。 

2)学期毎に安全点検を実

施した。(100％) 

3)支援が必要な生徒・保

護者の面談を実施し必要

に応じSC・SSWへつなげ

ることができた。特別支

援教育推進委員会は教科

担当者会議も含め4回開

催。(80％) 

4)年１回開催 

 

 

3 

1)月に１回、コンプライ

アンスミーティングを実

施し、不祥事を防止する

ための取り組みを実施し

た。 

 

 



アンス意識を高めるとともに、教員が互いに不祥事を防

止するための取り組みを行います。 

・グループによるコンプライアンスミーティングを実施（１

回／月） 

（２）各種協会・組織と積極的に連携を図り、学校教育活動の

アピールに努めます。HP更新を中心に行う。（報道提供１

回／月） 

（３）｢働きやすい職場づくり｣を目指します。 

・60分以内に終了した会議の割合90％以上 

・計画通り休養日を実施できた部活動の割合95％以上 

・定時退校日を設置し、定時退校日は職員間で帰宅を促す

ような組織つくりを推進します。（１日／月） 

・１か月の平均時間外労働時間を20時間以内、年間休暇取

得日数の対前年比増を目指します。 

・時間外労働時間が月45時間、年間360時間を超えない

ように取り組みます。 

2)8月に四日市市文化会

館で学校説明会、10月

に高校生活入門講座を実

施。延べ約2,000人の中

学生・保護者に工業高校

の特色を伝えることがで

きた。 

 

3)60分以内に終了した

会議の割合100％ 

計画通り休養日を実施で

きた部活動の割合％ 

・毎月部活動計画を提出

し、休養日の見える化に

繋げた。 

・定時退校日は、１日/

月実施した。 

・時間外労働時間および

年間休暇日数について

は、前年度並みとなっ

た。 

・時間外労働時間につい

て、目標を達成できなか

った。 

改善課題 

〇中学生に対し、工業高校の特色をわかりやすく伝えられるられるよう、本校の魅力を発信するなどＰＲ

活動に取り組む必要がある。 

〇生徒が安心して充実した高校生活が過ごせるよう、生徒指導心得の見直しを図り、今後の指導方法につ

いて校内で検討し、生徒指導の充実を図る。 

〇新たな業務や個別の生徒対応が増え負担感が増す一方、今までの業務について見直す機会が必要。 

 

６ 学校関係者評価 

明らかになった 

改善課題と次への

取組方向 

・コンビナートにおいては、高圧ガス等の高度な資格を有している者を求めているとこ

ろがある。専攻科も含めて、企業が何を求めているかを把握したうえで、高度な資

格試験にチャレンジする生徒をサポートしてあげてほしい。そのためも、企業に意見

を伺う機会も必要ではないか。 

・学校説明会のやり方によって、中学生の印象が変わるはずだが、中学生は保護者の意

見に左右されることもある。そのため、保護者に対し説明する機会を増やし、より一

層丁寧に対応することが必要。 

・教員の働き方は依然としてブラックのイメージがある。フレックス制などを積極的に

取り入れるなどし、働き方改善を進めてもらいたい。 

・基礎学力の前に、興味のある分野の勉強に向かおうとする意識の向上を図るべきで

はないか。 

・工業科各科で習得したスキル以外にも、社会人としてコミュニケーションスキルが必

要ではないか。外部や他校とも連携して高めていくこともいいのではないか。 

 

７ 次年度に向けた改善策 

教育活動について

の改善策 

〇観点別評価を行う中で課題となる点を見つけ改善をしていくと同時に、授業方法も

見直し、「指導と評価の一体化」を一層進め、生徒が主体的に学ぶ意欲を向上させる。 

〇魅力ある授業を行うため、授業公開の方法や対象、日数等を検討し、多くの方に授業

を見てもらえる環境を整え、外部からの助言や意見を聞き授業改善を一層進める。 

〇ＩＣＴを活用した指導法についても改善を図り、各科各教科において横断的に情報共

有を図り、より一層の活用推進と生徒の学力向上を図る。 



学校運営について

の改善策 

〇工業高校を希望する生徒を増やすために、学校説明会やオープンスクール、出前授

業等について内容、実施方法を見直すし、さらに、ホームページを活用するとともにイ

ンスタ等ＳＮＳによる情報発信に努める。 

〇様々な理由で学校に登校しづらい生徒や課題のある生徒が増えている状況の中、普

段からいじめや人間関係のトラブル等について常にアンテナを高くし、学年団等によ

る情報共有を図るとともに、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等を

活用し適切な支援を実施する。。 

〇働き方については、休暇取得の前年度増に努めるとともに、業務の見直しや外部人

材の活用等を進めていく。また、一人で仕事を抱え込むことがないように組織的に業

務をすすめる。 

〇不祥事防止のため、今後もミニコンプライアンス研修等を通じて継続的に規範意識

を深めていく。 

 


